
 

発     言     通     告     書 

    令和 8年 6月 24日 

松山市議会議長 大 塚 啓 史 殿   

  松山市議会議員 太 田 幸 伸 

次のとおり通告します。    

発言順位 ２３ 受領日時 6月 24日 午前・午後 3時 50分 1 枚中 1 枚目 

質問等の方式 一問一答方式  ・  一括方式 発言時間 約 30 分 

答弁を求める者 
･市長    ･教育長    ･選挙管理委員会委員長    ･公平委員会委員長 

･農業委員会会長    ･監査委員    ･公営企業管理者 

 

No 件        名 発  言  の  要  旨 

1 身体障害者補助犬法について （１）補助犬同伴の受入れに対する事業者等への理解啓発について 

  （２）事業者等への指導について 

   

2 市営住宅について （１）空き室増加による共益費等の状況について 

  （２）市営住宅の入居状況と空き室になっている理由について 

  （３）市営住宅の老朽化対策について 

   

3 市職員の負担軽減について （１）人事異動の考え方について 

  （２）昨年度の残業の状況について 

  （３）業務量の多い部署の人員増加について 

  （４）職員へのメンタルヘルス対策について 

  （５）生成 AIの活用の現状と業務負担軽減の効果について 

   

4 AEDについて （１）市立小・中学校の配備及び利用状況並びに教職員に対する研修 

   の実施状況について 

  （２）公民館分館への配備に対する本市の見解について 

   

5 鳥獣被害について （１）過去 3年間の鳥獣被害状況について 

  （２）本市が実施する鳥獣被害への対策と効果について 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


